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個⼈住⺠税データ⼊⼒業務の受託者の契約及び法令違反について

豊島区が、①平成29年11⽉13⽇〜平成30年3⽉31⽇、②平成30年4⽉1⽇〜平成30年4⽉12⽇の期間に契約した「平成29年度及び平成30年度特別区⺠
税・都⺠税データエントリー業務委託契約」において、豊島区の許諾を得ない再委託による業務履⾏があったことが判明しました。

概要

 (1) 当初課税におけるデータ⼊⼒業務において、受託者が豊島区の許諾を得ず再委託したもの。
 委託業務名︓平成29年度及び平成30年度 特別区⺠税・都⺠税データエントリー業務委託

(2) 委託した課税資料件数及び再委託件数

年度 委託期間 委託件数 再委託件数

29 ①平成29年11⽉13⽇〜平成30年3⽉31⽇ 195,374 56,179

30 ②平成30年4⽉1⽇〜平成30年4⽉12⽇ 21,253 15,446

合計 216,627 71,625

受託者

名 称︓システムズ・デザイン株式会社（代表取締役社⻑ 隈元 裕）
所在地︓東京都杉並区和泉1-22-19 朝⽇⽣命代⽥橋ビル6階

今後の対応等

(1) 個⼈情報の再委託先から外部への流出は確認されておりません。
(2) 本件受託者は、本区において本件以外の業務の受託を⾏っておりません。
(3) 改めてマイナンバーを含む個⼈情報の管理を徹底するとともに、外部委託の管理について適切な対応を⾏っていきます。

お問合せ先

税務課 電話︓03-4566-2351
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